
地域再生計画 

１．地域再生計画の名称 

  干支のまち元気再生計画 
 
２．地域再生計画の作成主体の名称 

  宮崎県、延岡市 
 
３．地域再生計画の区域  

  延岡市の区域の一部（北方町） 
 
４．地域再生計画の目標 

本市は、九州の東端、宮崎県の北部にあり、大分、熊本、宮崎を結ぶ扇の要に位置

している。東は日向灘に面し、西は西臼杵郡日之影町、南は東臼杵郡門川町、北は東

臼杵郡北川町と接している。 
  本市周辺の地勢は、九州南部を西南から東北にかけて斜層する四万十層の山地が、

宮崎市から日向市に至る平坦な海岸線と交差する部分にあたるため、東の海岸線は山

地が海に迫るリアス式海岸を形成し、市の西方から北方にかけては、九州の脊梁をな

す九州山地が県境に横たわっている。また、市域を九州山地に源を発して東流する五

ヶ瀬川、大崩山を源とする祝子川、大分県から南流する北川が流れ、河口で合流し日

向灘へと注いでいる。 

  このように、本市は海、山、川と変化に富んだ地形に囲まれており、祖母傾国定公

園や日豊海岸国定公園などに代表される美しい景観や多様な自然に恵まれている。ま

た、本市の気候は、温暖多雨の南海型に属しており、平均気温は 17℃前後、年間降水

量は 2,000 ㎜を超える。 
当計画区域となる北方町（きたかたまち）は延岡市の西部に位置し、８９．１％の

林野率で占められた過疎の進む地域である。沿革は、明治２２年北方村（きたかたそ

ん）として発足し、昭和４５年に町制を施行し北方町（きたかたちょう）となり、平

成１８年２月２０日に延岡市、東臼杵郡北浦町と合併した。 
当区域の特徴としては、明治２２年より土地区分に「干支」が使用され１００年以

上の歳月を経た今日までも干支の土地区分を用いている。この日本で唯一の特徴であ

る「干支」を活かして、干支の街灯整備・干支の道しるべ等地域おこしを行ってきた。 
当区域の中心産業は第１次産業であるが零細な農林業経営が多い。基幹作物として

は、水稲をベースに和牛を中心として、果樹、野菜、林業などの複合経営であるが、

後継者不足、産地間・国際競争化の中にあり一次産業の衰退が懸念される。特に、林

業は木材価格の低迷等により厳しい状況にあり、林道・作業道等の生産基盤を整備す

ることが、森林資源のもつ経済的機能と公益的機能を発揮できる 大の方策であるこ



とから早急な整備が望まれる。農産物や特用林産部門においては、平成１１年にオー

プンした農林産物直売所「よっちみろ屋」により、生産者の収益性が向上し、多品目

小ロットでの栽培が確立しつつあり地産地消と相まって活力ある農林業が展開でき

る環境にある。一方、少子化による高齢化・過疎化は深刻であり（６５歳以上の高齢

者が３０％、過去５年間の人口が６．６％減少）集落機能の低下により安全・安心な

暮らしの維持が困難な状況となることが予想され、その対策として、当区域内各地域

と北方町総合支所周辺部とを輪番制により巡回する福祉バス「さわやか号」を運行し

高齢者等の交通弱者保護に努めている。 
この状況の中、地域の重要なインフラである道路の整備が重要な課題であり、道路

の核となる国道２１８号線並びに広規格道路一般国道２１８号北方延岡道路（九州横

断自動車道延岡線の一部となり平成１９年度末に開通予定）にアクセスできる市道と

林道を一体的に整備することで、集落間移動や主要公共機関への交通の敏速化が図ら

れるとともに災害時における新たな交通路線を確保することができる。また、福祉バ

ス「さわやか号」等の福祉関連車両の安全な運行が確保されることから到来する高齢

化社会に向けた福祉需要に効率的かつ柔軟に対応できる。さらに、区域を代表する「Ｅ

ＴＯランド速日の峰」や「祖母傾山国定公園」内にある鹿川地域の観光ポイントにア

クセスする道路であることも考慮し、自然環境を重視した景観と調和のとれた動植物

等の生息環境に配慮した環境にやさしい路網整備に努める。また、基幹産業となる農

林業においても、北方町森林整備計画に位置づけられた資源の循環利用林としての機

能が発揮されるとともに、農林産物直売所「よっちみろ屋」を中心とした農業への展

開が多様化・複雑化する中で、有機栽培や低農薬栽培等消費者ニーズに的確に対応し

た生産指導を区域内全域に効率的に普及できる。 
今後、到来する団塊の世代の田舎への再発見が予想されることから、長期滞在型農

業体験の実施、自然資源を活かした観光を再構築し、訪れる者が楽しめる空間の提供

をおこなうため、地域資源の再活性化により、地域住民と協働した地域の再生を展開

していく。 
（目標１）市道整備による産業及び福祉の効率化 

国道２１８号線へ連結する市道の改良により、農林産物直売所「よっちみろ屋」

への時間コストが省力化され農林産業振興が活性化する。また、福祉バス「さわや

か号」等の福祉関連車両や自家用車による病院、デイサービスなどの関連福祉施設

の集中する北方町総合支所周辺部への交通の安全性・快適性が向上し道路利用者の

満足度が上昇する。 

・ 道路利用者による道路環境の５段階評価による満足度の評価方式････３を従前

値とし、１ポイント上昇させる。 



・ 農林産物販売所「よっちみろ屋」の販売実績を１０％（１２，０００千円）上

昇させる。 

（目標２）観光資源再構築による観光客の誘導（観光客入込客数の増加） 

自然への癒しを求める観光客の需要の高まりが予想されることから、「祖母傾山

国定公園」内にある自然資源を有効に活用し、癒しの空間を活用した地域おこしの

施策や「ＥＴＯランド速日の峰」、「須美江家族旅行村」、「下阿蘇ビーチリゾート浜

木綿村」、秋の風物詩「鮎やな」などの広域観光ルートを確立し観光客の誘致を図

る。 

・ 鹿川地域及び「ＥＴＯランド速日の峰」への年間の観光客を５年後に１，００

０人増加させる。 

（目標３）林道整備による森林機能の維持及び交通の改善 

五ヶ瀬川から北部域の稜線を走る「林道蔵田下鹿川線」を中心として、これに連

結する林道を整備することにより、北方町森林整備計画に基づいた「資源の循環利

用林」としての人工林の適切な施業と計画的かつ効率的な伐採を行うことで、森林

のもつ経済的機能と公益的機能が発揮される。また、災害時の代替路線としての役

割をもつ道路としての整備を図る。 

・ 北方町森林整備計画に位置づけた長伐期施業を６０％以上達成する。 
・ 林道開設・改良による受益者の満足度を５段階評価方式により評価････３を従

前値とし、１ポイント上昇させる。 

 

５．目標を達成するために行う事業 

（５－１）全体の概要 

  北方町森林整備計画に基づき 五ヶ瀬川から北部域の中心的な林道である「林道蔵

田下鹿川線」の整備及びこの林道に連結する「林道石橋山線」、「林道木落線」を整備

することにより、森林のもつ経済的機能と公益的機能を発揮することができるととも

に、台風等の災害による緊急時の迂回路としての機能を保つことができる。また、国

道２１８号線から鹿川地域間の「林道蔵田下鹿川線」、「ＥＴＯランド速日の峰」に通

じる「林道早日渡線」の整備により、区域を代表する２つ観光ポイントへの新たな交

通手段が確保されることから互いに連携した観光振興策が展開され観光客の増加が

見込まれる。更に、林道の整備と一体的に集落の主要道路となる「市道小原上中尾線」、

「市道峠神深谷線」、「市道上鹿川上祝子川線」、「市道内の口桑の木線」、「市道槇峰美々

地線」の認定路線となる５路線（１級、２級及び一般市道）を局部改良することによ

り、生活道としての安全性・快適性が向上するとともに農林業の活性化の中心的施設

となった農林産物直売所「よっちみろ屋」への交通環境の改善から農林産業の振興が



図られる。同時に、有機栽培、低農薬栽培及び多品目小ロット栽培を更に普及するた

め、営農指導推進員並びに県農業改良普及センターと連携し巡回指導を徹底する。 

各集落から病院、学校、福祉施設、図書館、総合支所といった公共施設の集中する

区域内中心地への交通時間が短縮されることから生活及び福祉の利便性が向上する。

特に、高齢化率が３０％台に突入したことで、病院及びデイサービス施設等への利用

者の増加が見込まれることから、福祉バスの効率的な運行により交通弱者を保護し医

療・福祉関連施設と連携して福祉の向上に努める。また、成人検診の受診率向上の推

進並びに健康教室等の開催により健康づくりへの意識の高揚を図る。 

（５－２）法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

② 道整備交付金を活用する事業 

整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 

［施設の種類（事業区域）・実施主体］ 

・ 市  道（延岡市）・延岡市 

・ 林  道（延岡市）・宮崎県、延岡市 

［事業期間］ 

・ 市  道（平成１８年度～２１年度） 

・ 林  道（平成１７年度～２１年度） 

［整備量及び事業費］ 

 ・ 市道 1.319km  ・林道 12.274km 

 ・ 総事業費   625,400 千円 

     市  道 263,000 千円（うち交付金 131,500 千円） 

     林  道 362,400 千円（うち交付金 189,325 千円） 

 

（５－３）その他の必要な事業 

  地域再生法による特別の措置を活用するほか、「干支のまち元気再生」を達成する

ため、以下の事業を総合的かつ一体的に行うものとする。 

① 耕作放棄地の復旧を内容とする集落協定を結び、「中山間地域等直接支払推

進交付金」を活用する。 

② 消費者ニーズの高い有機栽培及び低農薬栽培を導入するとともに、多品目小

ロット栽培方法を取り入れた先導的な農業経営体を育成するため、営農指導推

進員並びに県農業改良普及センターとの連携を図り指導体制を確立する。 

③ 市道等の簡易な修繕（みちづくり普請）については、地域が一体となり取組

んでいるが、修繕の内容等、市と地域組織との作業区分を明確化し道づくり普

請の効率化を図る。また、災害時における敏速な復旧ができるよう連絡体制を



強化する。 

④ 高齢化率が３０％台に突入し、今後の福祉関連施設の利用者増が見込まれる

ことから、福祉バス利用の効率化を図るとともに病院及びデイサービス等の医

療・福祉関連施設利用者のサービスの向上に努める。また、成人検診の受診率

向上の推進並びに健康教室等の開催により健康づくりへの意識の高揚を図る。 

   

６．計画期間 

 平成１７年度～２１年度 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

４に示す地域再生計画の目標については毎年度必要な調査を行い、状況を把握・公

表するとともに、関係行政機関と地元住民からなる「地域再生協議会」を開催し、達

成状況の評価、改善すべき事項の検討等を行うこととする。 

 

８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

特になし
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